
令和 ５年度分

○対象事業場　：　琉球セメント㈱屋部工場  沖縄県名護市字安和１００８番地

１．処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量： 単位 （ ｔ ）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

82 442 377 163 315 413 112 367 224 289 209 361 3,354

99 801 698 326 486 669 156 724 760 795 1110 803 7,427

18 74 53 52 57 41 9 30 48 52 60 80 574

159 719 464 362 507 471 132 763 480 508 429 472 5,466

180 273 153 304 329 469 251 552 333 295 425 231 3,795

※「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の略称

２．燃焼ガスおよび排ガスの測定状況：

  ⑴測定位置：燃焼ガス温度を除く測定位置はセメント焼成炉出口煙道（測定位置の詳細については事業場で閲覧可）

  ⑵測定結果：

最低 最高 最低 最高

2023/5/11 2022/6/13 1,240 1,420 112 122

2023/6/28 2023/8/18 1,253 1,375 102 107

2023/8/17 2023/10/23 1,378 1,455 113 118

2023/11/16 2024/1/22 1,098 1,213 108 114

2023/12/13 2024/2/5 1,461 1,484 119 119

2024/1/26 2024/3/4 1,440 1,481 119 119

2024/2/21 2024/4/8 1,249 1,377 105 106

  ※燃焼ガス温度および一酸化炭素の測定値判明日は採取日によるもの

【基準値】

　①ダイオキシン類 ：　  ０．１  ng-TEQ/m3
N 以下

　②硫黄酸化物 ：　  ３６０  m3
N/h 以下

　③ばいじん ：  　０．１  g/m3
N　以下

　④塩化水素 ：　  ７００　mg/m3
N 以下

　⑤窒素酸化物 ：  　４８０  ppm 以下

３．ばいじんの除去を行った日：集塵機で収集されたばいじんはすぐに原料粉砕機へ送られセメント原料となる

○その他の維持管理情報につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
　　　琉球セメント株式会社　屋部工場　総務部

木くず

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の三第二項に基づき、下記の通り公表いたします。

可燃ごみ

廃プラスチック類

紙くず

ガラス陶磁器くず※

採取日 判明日

測定値

燃焼ガス温度　(℃) ※
一酸化炭素 ※

（ ppm ）

ダイオキシン類

( ng-TEQ/m3
N )

硫黄酸化物

( m3
N/h )

ばいじん

( g/m3
N )

塩化水素

( mg/m3
N )

210

窒素酸化物
( ppm )

燃焼室 集塵機

1720 0.00005000 0.1 0.003 2.0 230

<0.1 0.007

290

360 0.00030000 3.0

543 0.00002900 0.1 0.003 1.6

480

<0.1 0.003 390

<0.1 0.001

370470 0.00030000 0.5 0.003



　　　ＴＥＬ　：　０９８０－５３－８３１１


